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 認証取消日   ２０２１年３月１５日 

 認証番号   ＪＩ０５０８００４ 

 日本産業規格の番号   Ｓ ２１３５ 

 品名（製品名）   ガス機器用迅速継手  （ガス栓用プラグ） 

 認証取得者の氏名又は 

 名称及び住所 

  株式会社多田スミス 

  代表取締役  長尾 英也 

  兵庫県朝来市和田山町久留引８４番地の１０ 

 認証に係る工場又は事 

 業所の名称及び所在地 

  本社工場 

  兵庫県朝来市和田山町久留引８４番地の１０ 

 産業標準化法第30条 

 第１項の表示として表 

 示する事項及びそれに 

 付記する事項 

 1)認証マーク 

 2)認証機関の略称 

 3)認証番号 

 4)日本産業規格の番号 

 5)ガスの流れ方向の矢印 

 6)製造年月の略号 

 7)製造業者の略号 

 産業標準化法第30条 

 第１項の表示として表 

 示する事項及びそれに 

 付記する事項の表示方 

 法 

 1)製品毎本体に印刷 

 2)製品毎本体に印刷 

 3)製品毎本体に印刷 

 4)製品毎本体に印刷 

 5)製品毎本体に印刷 

 6)製品毎本体に刻印 

 7)製品毎本体に刻印 

 認証に係る法の根拠条項  産業標準化法第30条第１項 

 認証を取り消した理由 ＪＩＳ改正に伴い、生産終了のため 

 備考 （形式名） ＪＧ１０１０ 
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認証取消日   ２０２１年３月１５日 

 認証番号   ＪＩ０５０８００４ 

 日本産業規格の番号   Ｓ ２１３５ 

 品名（製品名）   ガス機器用迅速継手  （ガス栓用プラグ） 

 認証取得者の氏名又は 

 名称及び住所 

  株式会社多田スミス 

  代表取締役  長尾 英也 

  兵庫県朝来市和田山町久留引８４番地の１０ 

 認証に係る工場又は事 

 業所の名称及び所在地 

  本社工場 

  兵庫県朝来市和田山町久留引８４番地の１０ 

 産業標準化法第30条 

 第１項の表示として表 

 示する事項及びそれに 

 付記する事項 

 1)認証マーク 

 2)認証機関の略称 

 3)認証番号 

 4)日本産業規格の番号 

 5)ガスの流れ方向の矢印 

 6)製造年月の略号 

 7)製造業者の略号 

 産業標準化法第30条 

 第１項の表示として表 

 示する事項及びそれに 

 付記する事項の表示方 

 法 

 1)製品毎本体に刻印 

 2)製品毎本体に刻印 

 3)製品毎本体に刻印 

 4)製品毎本体に刻印 

 5)製品毎本体に刻印 

 6)製品毎本体に刻印 

 7)製品毎本体に刻印 

 認証に係る法の根拠条項  産業標準化法第30条第１項 

 認証を取り消した理由 ＪＩＳ改正に伴い、生産終了のため 

 備考 （形式名） ＪＧ１０００ 
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認証取消日   ２０２１年３月１５日 

 認証番号   ＪＩ０５０８００４ 

 日本産業規格の番号   Ｓ ２１３５ 

 品名（製品名）   ガス機器用迅速継手 （ゴム管用プラグ（ガス機器側）） 

 認証取得者の氏名又は 

 名称及び住所 

  株式会社多田スミス 

  代表取締役  長尾 英也 

  兵庫県朝来市和田山町久留引８４番地の１０ 

 認証に係る工場又は事 

 業所の名称及び所在地 

  本社工場 

  兵庫県朝来市和田山町久留引８４番地の１０ 

 産業標準化法第30条 

 第１項の表示として表 

 示する事項及びそれに 

 付記する事項 

 1)認証マーク 

 2)認証機関の略称 

 3)認証番号 

 4)日本産業規格の番号 

 5)ガスの流れ方向の矢印 

 6)製造年月の略号 

 7)製造業者の略号 

 産業標準化法第30条 

 第１項の表示として表 

 示する事項及びそれに 

 付記する事項の表示方 

 法 

 1)製品毎本体に刻印 

 2)製品毎本体に刻印 

 3)製品毎本体に刻印 

 4)製品毎本体に刻印 

 5)製品毎本体に刻印 

 6)製品毎本体に刻印 

 7)製品毎本体に刻印 

 認証に係る法の根拠条項  産業標準化法第30条第１項 

 認証を取り消した理由 ＪＩＳ改正に伴い、生産終了のため 

 備考 （形式名） ＪＧ３０００ 
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認証取消日   ２０２１年３月１５日 

 認証番号   ＪＩ０５０８００４ 

 日本産業規格の番号   Ｓ ２１３５ 

 品名（製品名）   ガス機器用迅速継手 （ガス機器用ソケット（ゴム管用）） 

 認証取得者の氏名又は 

 名称及び住所 

  株式会社多田スミス 

  代表取締役  長尾 英也 

  兵庫県朝来市和田山町久留引８４番地の１０ 

 認証に係る工場又は事 

 業所の名称及び所在地 

  本社工場 

  兵庫県朝来市和田山町久留引８４番地の１０ 

 産業標準化法第30条 

 第１項の表示として表 

 示する事項及びそれに 

 付記する事項 

 1)認証マーク 

 2)認証機関の略称 

 3)認証番号 

 4)日本産業規格の番号 

 5)ガスの流れ方向の矢印 

 6)製造年月の略号 

 7)製造業者の略号 

 産業標準化法第30条 

 第１項の表示として表 

 示する事項及びそれに 

 付記する事項の表示方 

 法 

 1)製品毎本体に印刷 

 2)製品毎本体に印刷 

 3)製品毎本体に印刷 

 4)製品毎本体に印刷 

 5)製品毎本体に印刷 

 6)製品毎本体に刻印 

 7)製品毎本体に刻印 

 認証に係る法の根拠条項  産業標準化法第30条第１項 

 認証を取り消した理由 ＪＩＳ改正に伴い、生産終了のため 

 備考 （形式名） ＪＧ４０００  ＪＧ４０１０ 

 

 

 

 


